
議案第７号  

 

 

令和８年度野々市市国民健康保険特別会計予算  

 

 

 令和８年度野々市市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。  

 

（歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,307,000 千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

（一時借入金）  

第２条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 50,000 千円と定める。  

（歳出予算の流用）  

第３条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる

場合は、次のとおりと定める。  

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の

流用  

 

 

  令和８年２月 20 日提出  

 

野々市市長 粟   貴 章   

 

  

 



(単位：千円)

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1 国民健康保険税 1,004,705

第１表　歳入歳出予算

  1 国民健康保険税 1,004,705

  2 使用料及び手数料 10

  1 手数料 10

  3 国庫支出金 424

  1 国庫補助金 424

  4 県支出金 2,999,108

  1 県補助金 2,999,108

  5 財産収入 101

  1 財産運用収入 101

  6 繰入金 291,162

  1 他会計繰入金 282,181

  2 基金繰入金 8,981

  7 繰越金 1

  1 繰越金 1

  8 諸収入 11,489

  1 延滞金、加算金及び過料 5,000

  2 預金利子 1

  3 雑入 6,488

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 4,307,000



歳　出

  1 総務管理費 26,849

  2 徴税費 10,780

(単位：千円)

　款　 　項　 　　金　　額　　

  1 総務費 37,888

  1 療養諸費 2,524,100

  2 高額療養費 400,600

  3 運営協議会費 259

  2 保険給付費 2,940,711

  5 葬祭諸費 2,500

  3 国民健康保険事業費納付金 1,286,439

  3 移送費 1

  4 出産育児諸費 13,510

  3 介護納付金分 95,217

  4 子ども・子育て支援金分 26,799

  1 医療給付費分 894,872

  2 後期高齢者支援金等分 269,551

  5 基金積立金 101

  1 基金積立金 101

  4 保健事業費 38,008

  1 保健事業費 38,008

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 4,307,000

  6 諸支出金 3,853

  1 償還金及び還付加算金 3,853


